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入 札 手 続 等 の 改 善 に 関 す る 意 見

（ 第 三 次 ）

１ ランダム・カット式指名選考について

２ 予定価格の事前公表について

平 成 １ ３ 年 １ ２ 月 １ ２ 日

入 札 等 監 理 委 員 会
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入札手続等に関し、次の事項について具体的な方策を講じるよ

う意見の申出をいたします。

記

１ ランダム・カット式指名選考について

(1) 発注者の恣意性をできるだけ排除し、指名選考における透

明性を確保するため、平成１２年８月末からランダム・カッ

ト式指名選考が本格実施され、本格実施後１年間の実態調査

結果が、１１月５日開催された第３回入札等監理委員会に報

告された。

調査結果から、ランダム・カットで除外された比率の高い

事業者、あるいは、連続して除外された事業者がいるなど、

一部に指名機会が極端に均衡を欠いている実態が明らかとな

った。

このため、指名機会の均等による公平な競争を促進する観

点から 「指名予定数の1. 5倍の数を目途に指名候補者を選、

定」する現行の運用を見直し 「1.5倍の数を1.2倍程度」と、

するよう速やかに検討すること。

(2) 1 . 5倍の数を縮小するに当たり、各発注機関においては、

履行成績や履行経験など指名基準の選定基準の適切な運用に

努め、１４年度から運用が開始される入札契約総合管理シス

テムの効果的な活用を図り、指名選考の透明性、公平性の向

上により一層取り組むこと。
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２ 予定価格の事前公表について

(1) 予定価格の事前公表については、平成１０年度から試行を

スタートし、入札制度改善行動計画に基づき、平成１２年８

月末から本格的な試行に取り組んでいる。

平成１２年度及び１３年度（上期）における入札結果によ

ると、予定価格を事前公表することによって、デメリットと

いわれる落札価格が高止まりとなっている状況にはなく、入

札・契約手続の透明性を確保することや、不正な動きを防止

することなどに一定の効果があると考えられる。

このようなことから、予定価格の事前公表については、本

格実施に向けて取り組むよう検討すること。

(2) 本格実施に当たっては、各発注機関の業務執行状況等を踏

まえて、平成１４年度以降、段階的に取り組むことも考慮す

ること。

落札率については、今後、継続的にデータを把握していく

こととし、高止まりなどの状況が明らかとなった場合には、

その時点で、適切な対応を検討すること。

また、現在、予定価格の事前公表の試行に当たって、事業

者の積算意欲の減退等を防止するため、積算内訳書の提出を

義務付けているが、活用が図られていない実態も一部に見ら

れることから、実施に当たっては、その取扱いについて見直

しを行うよう検討すること。


